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労働基準法改正案の

2026年通常国会への提出見送り

事象の全体像と今後

提出見送りの背景・経緯を整理し、

今後の論点と企業が取るべき準備を示す戦略的解説資料
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2027年施行イメージ 短期論点（4本柱）

 多様な働き方の推進

・「事業」概念の検討（雇用類似の働き方対応）

・副業・兼業の割増賃金ルールの見直し

・家事使用人への労基法適用、つながらない権利

 労働時間法制の見直し

・労働時間情報の開示義務化

・連続勤務の制限（14日以上の連勤禁止）

・勤務間インターバル制度の導入促進

・法定休日の特定、週44時間特例の撤廃

 労使コミュニケーションの深化

・過半数代表制の改善（選出の適正化）

・労使協定の形骸化防止と有効活用

・従業員エンゲージメントの向上施策

 働き方のIT戦略・その他



POLICY ANALYSIS

労基法改正と今回の論点強化、継続検討で起こっていること 当初の短期論点 追加検討指示（高市内閣）

2028年以降 ⇒ 前倒し検討指示 追加の検討強化論点

本来は「将来的な課題」とされていた抜本的な規制緩和項目につい

て、 「心身の健康維持と選択を前提にした緩和」として 追加検討

が指示されました。関連すると考えられる論点は以下。



長時間労働是正の総合対策を含む、上限規制自体の在り方を再考。



裁量労働制の拡大や、時間によらない評価制度（ジョブ型等）の法的基盤整

備。


ここが追加再検討の核心：働き方の柔軟性向上や価値向上を、原
案よりさらに迅速に、さらに力強く行う必要がある

高市内閣の指示により議論対象へ



論点が拡張

労働時間上限規制の見直し

柔軟な働き方制度



2024年

労働基準関係法制研究会 設置

学識経験者による中長期的視点での検討開始。
働き方改革関連法の5年後見直し規定に基づく。

2025年1月～

研究会報告書公表・労政審審議

報告書公表を受け、具体的制度設計へ。 

労働政策審議会では特に労使コミュニケーションや様々な論点が議論。

労働側（連合など）

「過労死ライン緩和は断固反対。現行法で柔軟化は可能」

使用者側（経団連など）

「健康と選択を前提とした緩和は時宜にかなう」と理解

2025年10月 転換点

新内閣による「規制緩和」指示

高市首相「心身の健康維持と選択を前提にした労働時間規制の緩和」

従来の「保護強化」に対し「柔軟化」を要請。

RESULT
2025年12月

2026年通常国会への提出見送り

議論の仕切り直し‧延期　　規制改革推進会議などを含むさらなる重要論点へ
今後のスケジュールは発表されていないが年初の分科会等で議論開始と考えられる

中長期課題「労働時間規制の在り方」などまで論点拡大、他会議まで論点拡大

提出見送りの経緯と背景 ～時系列と対立構造～
2024年の議論開始から2025年末の政策転換まで

従来の議論 方針転換・対立 現在・結論


CURRENT STATUS 現状のステータス

改正案はより根本的な議論を含む形での「再検討・強化」フェーズへ移行。
出典：各種報道および労政審議事録等より整理



事象に対して企業側が対応すべきこと Action Plan

1 働き方変革は「最重要社会課題」へ

今回の経緯により、多様で価値が高い働き方の実現に対して政策が注力され

ることがむしろ明確になりました。この論点は今後、国策の中心に据えられ

ることを各社で強く意識する必要があります。


2 先行企業の対応強化

事象を注視し、先行して労基法改正への検討を行っていた企業は、手を緩め

るべきではありません。労働時間の柔軟化を含む徹底した対応を、むしろ強

めて推進すべきフェーズです。

3 即応体制の構築

議論は1月以降急速に進みます。労基法改正を意図して検討を進めていた企

業は、方向性は変わらずむしろ強化されるという観点で、労務管理基盤の整

備（HRDX）と制度設計の準備を進め、変化への即応体制の構築が必要。

 注視すべきは「いつ決まるか」ではなく、「どう変わるか」です。多様で

価値が高い働き方を国レベルでも政策注力がされ、各社においても重要

なことは不変です。そのことがむしろはっきりしたため、各企業、個人

のレベルでも一層の意識変革と自律的な対応がさらに必要。

 結論

見送りは“中止”ではなく

“より強化した迅速検討の

後の再提案”

  1月以降、分科会での検討が直ちに開始

単なる延期ではなく、より実効性の高い制度設計に向けた

「強化検討期間」が迅速に始動するのだと言えます。

CONCLUSION & FUTURE OUTLOOK

今後の展望と結論  働き方変革の加速へ




